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年金・医療・介護はいくら？
退職後の不安を解消

平成２５年４月２０日 １３：３０~１５：４５
於：パスレル保谷

主催：ＮＰＯプラス・ド・西東京

西東京市ライフプラン研究会代表
ファイナンシャルプランナー/行政書士

原 孝雄

http://www.takaoffice.org/anshin/
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自己紹介

• 現役時代はＩＴ系コンサルタント
（エンジニア）

• ２００６年 地域社会への復帰の
ためＦＰの勉強開始
–２００９年 ＣＦＰ認定、１級ＦＰ技能士

–２０１０年 行政書士事務所開設

• ２００９年地域デビュー

• セミナー実績
–2011年「セカンドライフの安

心設計」（全7回）

–2012年「セカンドライフの安
心設計」（全3回）
「親子deおこづかいゲーム」
（２回）
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セミナーセミナーセミナーセミナー日程日程日程日程

相続・贈与・遺贈
（誰に何をどう遺すか？）

６月２９日(土)
13時30分～15時45分

２２２２

遺言・エンディングノート
（遺言を実際に書いてみましょう！）

８月２４日(土)
13時30分～15時45分

３３３３

１１１１
年金・医療・介護はいくら？
（セカンドライフの必要資金は？）

４月２０日(土) 
13時30分～15時45分

テーマ日 時

＊各テーマは１回ごとに完結します。テーマ毎に参加可能です
＊具体的事例については、別途個別相談を行います。

相続税相続税相続税相続税
がががが上上上上が

るがるがるがる！！！！
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年金・医療・介護はいくら

1.そもそも老後生活はいくらかかるの？
• 基本的な考え方（計算方法）

2.社会保障とは
• 社会保障と社会保険、給付と負担の関係

3.年金制度
• 国民年金（基礎年金）、厚生・共済年金
• 遺族年金、障害年金

4.医療保険制度
• 健康保険、国民健康保険

後期高齢者健康保険
5.介護保険制度

• 在宅サービス、施設サービス
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１．リタイア後の必要資金は？

•リタイア後の必要資金の計算方法

•リタイア後の生活費

27.47年61歳

32.03年56歳

19.53年15.08年70歳

23.89年18.86年65歳

28.37年22.84年60歳

女性男性
平均余

命

リタイア後の
生活費（総額）

リタイア後の
生活費（総額）

リタイア後の収入
（公的年金など）

リタイア後の収入
（公的年金など）

リタイア後の
必要資金

リタイア後の
必要資金

月間支出予定額月間支出予定額 １２ヶ月１２ヶ月
リタイア時の

平均余命

リタイア時の
平均余命

•老後の最低日常生活費→平均２２.３万円
•ゆとりある老後生活費 →平均３６.６万円
•二人世帯標準生計費 →平均１８.２万円

６０歳（妻５６歳）でリタイアすると、「平均的な老後生活費」は

① 夫婦２人期：３０万円 × １２ヶ月 × ２２.８４年 ＝ 約８,２２０万円

② 妻１人期 ：２５万円 × １２ヶ月 × ９年 ＝ 約２,７００万円

合計 ①＋② ＝ 約１億９２０万円
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リタイア後の必要資金は？
•リタイア後の収入は

公的年金見込額（月額）公的年金見込額（月額） 一時的収入（満期保険金など）一時的収入（満期保険金など）

夫 ６０歳から部分年金10.9万円、65歳から16.8万円

妻 65歳から6.4万円の公的年金を受け取ると仮定

① 夫 10.9万円×12ヶ月×5年＋16.8万円×12ヶ月×18.86年＝約４,４０４万円

② 妻 6.4万円×12ヶ月×23.89年 ＝約１,８３５万円

遺族年金 ＝約 ８４５万円

夫婦合計 ①＋② ＝ 約７,０８４万円

従って必要資金は

約１億９２０万円 － 約７,０８４万円 ＝ 約３,８３６万円

統計では・・・・（平成１９年度社会保険事業の概況（平成２１年３月））

・部分年金（報酬比例部分相当の老齢厚生年金） ：平均１０．９万円

・特別支給の老齢厚生年金（基礎年金額を含む）：平均１８．５万円

・国民年金（老齢基礎年金） ：平均 ５．４万円

＋ → 約２,６８０万円

夫が８３歳で亡くなり、公的年金（基礎
年金額を除く）の３/４を受け取ると仮定
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リタイア後の必要資金は？

•退職金だけで十分？

夫 退職金が２,２００万円支給される予定

従って自助努力必要額は
約３,８３６万円 ー ２,２００万円 ＝ 約１,６３６万円

•足りない資金をどうするか？

リタイア後の
必要資金

リタイア後の
必要資金

退職一時金・
企業年金など

退職一時金・
企業年金など 自助努力必要額自助努力必要額

調査では・・・・（「退職金・年金事情」（２００９年版））

・大学卒（総合職、事務・技術系） ：２,０５３万円

・高校卒（総合職、事務・技術系） ：１,８６２万円

リタイアメントプランの作成リタイアメントプランの作成
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対策の検討
� 金融資産がマイナスになる場合は対策が必要

年金生活に入るまでに用意する金融資産目標を設定し、それ
に向けて対策を考える必要がある。

1. 年間収支の合理化
① 住宅ローンのチェックと見直し
② 生命保険のチェックと見直し

2. ライフプランの見直し
① 優先度付の明確化：車の買替え期間延長、タクシー･レンタカー等の活用

② 資産運用能力の強化（リスクとリターン）
③ 保有資産（遊休不動産など）の整理・有効活用

3. ライフプランの変更
① 収入増：就職(特に60歳～65歳）・妻も働く

② 支出減：
年間支出の水準を落とす→交際費、レジャー費、外食費の削減

イベントの予算を落とす→海外旅行の回数減、結婚費用の援助削減

改正高齢者雇用安定法改正高齢者雇用安定法改正高齢者雇用安定法改正高齢者雇用安定法
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年金・医療・介護はいくら

1.そもそも老後生活はいくらかかるの？
• 基本的な考え方（計算方法）

2.社会保障とは
• 社会保障と社会保険、給付と負担の関係

3.年金制度
• 国民年金（基礎年金）、厚生・共済年金
• 遺族年金、障害年金

4.医療保険制度
• 健康保険、国民健康保険

後期高齢者健康保険
5.介護保険制度

• 在宅サービス、施設サービス
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2．社会保障とは
• 憲法25条（生存権、国の社会的使命）

全ての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。

• 憲法１３条（個人の尊重と公共の福祉、幸福追求権）
全ての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求する権利を
有する。（公共の福祉に反しない限り）

�国民には生存権・幸福追求権
�国には生活保障（雇用と社会保障）の責務
•社会保障：国民の「安心」や、生活の「安定」を支えるセーフティネット

–公的扶助（生活保護）

–社会福祉（児童福祉、母子福祉、障害者福祉、高齢者福祉等）

–保健医療・公衆衛生
–社会保険（強制加入、保険料を徴収し、病気・老後・障害時に給付）

• 医療保険医療保険医療保険医療保険（健康保険、国民健康保険、共済組合、船員保険、後期高齢者医療）

• 年金保険年金保険年金保険年金保険（国民年金、厚生年金、共済年金） 老齢年金、障害年金、遺族年金

• 介護保険介護保険介護保険介護保険
• 労災保険労災保険労災保険労災保険（労働者災害補償保険）、雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険



4/11/2013 CFP & 行政書士行政書士行政書士行政書士 原孝雄原孝雄原孝雄原孝雄 事務所事務所事務所事務所 11

社会保障の規模（財源の３割は税金→一般歳出の５割）

年金年金年金年金
53.2兆円兆円兆円兆円
(50.4%)

医療医療医療医療
32.1兆円兆円兆円兆円
(30.4%)

福祉福祉福祉福祉そのそのそのその他他他他
20.2兆円兆円兆円兆円(19.1%)

（（（（内介護内介護内介護内介護7.5兆円兆円兆円兆円））））

保険料保険料保険料保険料
58.7兆円兆円兆円兆円

国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担
27.8兆円兆円兆円兆円

資産収入等資産収入等資産収入等資産収入等

（（（（約約約約６６６６割割割割））））

社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費
28.7兆円兆円兆円兆円

国債費国債費国債費国債費
21.5兆円兆円兆円兆円

公共事業関係費公共事業関係費公共事業関係費公共事業関係費

文教文教文教文教・・・・科学振興費科学振興費科学振興費科学振興費
防衛関係費防衛関係費防衛関係費防衛関係費

そのそのそのその他他他他

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税
交付金等交付金等交付金等交付金等
16.8兆円兆円兆円兆円

消費税消費税消費税消費税
10.2兆円兆円兆円兆円

特例特例特例特例（（（（赤字赤字赤字赤字））））
公債公債公債公債

38.2兆円兆円兆円兆円

所得税所得税所得税所得税
13.5兆円兆円兆円兆円

法人税法人税法人税法人税 7.8兆円兆円兆円兆円

そのそのそのその他税収他税収他税収他税収

そのそのそのその他収入他収入他収入他収入7.2兆円兆円兆円兆円

建設公債建設公債建設公債建設公債6.1兆円兆円兆円兆円

（（（（約約約約３３３３割割割割））））

給付費給付費給付費給付費 105.5105.5105.5105.5兆円兆円兆円兆円 財源財源財源財源 96.196.196.196.1兆円兆円兆円兆円++++資産収入資産収入資産収入資産収入

保険料保険料保険料保険料のののの例例例例
年金年金年金年金

国民年金国民年金国民年金国民年金
15,100円円円円

厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金
15.704％％％％

医療保険医療保険医療保険医療保険
協会健保協会健保協会健保協会健保
9.34％％％％

医療保険医療保険医療保険医療保険
１１１１号保険料平均号保険料平均号保険料平均号保険料平均
4,160円円円円

地方負担地方負担地方負担地方負担
9.5兆円兆円兆円兆円

歳入歳入歳入歳入 92.392.392.392.3兆円兆円兆円兆円歳歳歳歳出出出出 92.392.392.392.3兆円兆円兆円兆円

一般歳出一般歳出一般歳出一般歳出のののの53.1％％％％

給付 財源 歳出 歳入

恩給恩給恩給恩給

社会保障給付費社会保障給付費社会保障給付費社会保障給付費（（（（平成平成平成平成22年予算年予算年予算年予算ベースベースベースベース）））） 国国国国のののの一般会計一般会計一般会計一般会計（（（（平成平成平成平成23年予算年予算年予算年予算））））

0

20

40

60

80

100

120
（（（（兆円兆円兆円兆円））））

毎年１兆円増
借金でなく恒久
的財源確保を

保険料収入は
平成８年頃か

ら横ばい

第第第第３３３３次次次次
補正補正補正補正

→→→→106

37

9.6

7.3

復興債復興債復興債復興債 11.6

（平成２３年度予算）
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社会保障財源の全体像（イメージ）

※１ 保険料、国庫、地方負担の額は平成22年予算ベース
※２ 保険料は事業主拠出金を含む。 ※３ 雇用保険（失業給付）については、当分の間、国庫負担額（１／４）の５５％に相当する額を負担。
※４ 児童・障害福祉のうち、児童入所施設の措置費は負担割合は、原則として、国1/2、都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市1/2となっている。

保険料保険料保険料保険料にもにもにもにも税金税金税金税金がががが投入投入投入投入されているされているされているされている

日本日本日本日本はははは世界的世界的世界的世界的にににに見見見見てててて
保険料保険料保険料保険料のののの比率比率比率比率がががが高高高高くくくく、、、、

税金税金税金税金のののの比率比率比率比率がががが低低低低いいいい

社会保障社会保障社会保障社会保障のののの総総総総
額額額額はははは変変変変わらないわらないわらないわらない

税金税金税金税金もももも保険料保険料保険料保険料もももも
国民国民国民国民のののの負担負担負担負担

借金借金借金借金はははは将来将来将来将来のののの
国民国民国民国民のののの負担負担負担負担

要要要要はははは、、、、バランスバランスバランスバランス・・・・
公平性公平性公平性公平性のののの問題問題問題問題

国民年金国民年金国民年金国民年金のののの保険料保険料保険料保険料はははは逆累進逆累進逆累進逆累進
性性性性がががが高高高高いいいい→→→→未納未納未納未納がががが多多多多いいいい

所得税所得税所得税所得税・・・・法人税法人税法人税法人税
はははは累進性累進性累進性累進性がががが高高高高いいいい

不安定不安定不安定不安定
消費税消費税消費税消費税はははは逆累進逆累進逆累進逆累進

性性性性がががが高高高高いいいい
安定安定安定安定

社会保険制度社会保険制度社会保険制度社会保険制度とととと
はははは言言言言ってもってもってもっても税金税金税金税金
（（（（国税国税国税国税））））をををを投入投入投入投入

↓↓↓↓
脇脇脇脇がががが甘甘甘甘くなるくなるくなるくなる

国国国国にににに頼頼頼頼るるるる
借金借金借金借金にににに頼頼頼頼るるるる

↓↓↓↓
これがこれがこれがこれが保険保険保険保険かかかか！！！！

年金年金年金年金年金年金年金年金 医療医療医療医療 医療医療医療医療
介介介介
護護護護
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１人の生涯からみた給付と負担の姿
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世代間でみた給付と負担の姿

（注） 平成21年度（データがない場合は可能な限り直近）の実績をベースに1人当たりの額を計算している。子どもに係わる保育・教育関係費用等については子
どもが30歳の時に生まれたと仮定し、計算している。子ども手当は平成22年度の額。
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年金・医療・介護はいくら

1.そもそも老後生活はいくらかかるの？
• 基本的な考え方（計算方法）

2.社会保障とは
• 社会保障と社会保険、給付と負担の関係

3.年金制度
• 年金制度の全体像
• 老齢年金、遺族年金、障害年金

4.医療保険制度
• 健康保険、国民健康保険

後期高齢者健康保険
5.介護保険制度

• 在宅サービス、施設サービス
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老後の頼りは年金

セカンドライフは悠々自適
の筈だったが

リーマンショックで資産は半減
利息もゼロ

頼りは年金！

だが、その年金も
支給額は減るようだし

支給年齢も７０歳へ引上げ？
１００年は大丈夫だったはずでは

私の老後はどうなるの

若い人から見たら？

高齢者は貰い過ぎだ
少子高齢化時代

子供が親を養うのは無理
グローバル化時代

仕事も少ない、給料は低い
税金も上がりそう

我々の年金はあるのか？
困っているのは我々だ

我々の老後はどうなるの

高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会へへへへ（（（（人口人口人口人口のののの推移推移推移推移））））→→→→高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会ののののコストコストコストコストをををを担担担担うのはうのはうのはうのは誰誰誰誰？？？？
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公的年金

・国民皆年金
・社会保険方式
・世代間扶養

無
・保険料=定額
・給付=納付期間に比例

・保険料及び給付=所得比例

全国民が加入

3．公的年金の仕組み

国民年金（基礎年金）１階

２階 厚生年金

自営業、他 会社員 公務員

私的年金

被用者
第２号被保険者

自営業、他
第１号

第２号の
被扶養配偶者

第３号

共済
年金

７０７０７０７０歳歳歳歳までまでまでまで全員加入全員加入全員加入全員加入７０７０７０７０歳歳歳歳までまでまでまで全員加入全員加入全員加入全員加入

２０２０２０２０～～～～６０６０６０６０歳歳歳歳までまでまでまで全員加入全員加入全員加入全員加入２０２０２０２０～～～～６０６０６０６０歳歳歳歳までまでまでまで全員加入全員加入全員加入全員加入

保険料保険料保険料保険料
労使折半労使折半労使折半労使折半

保険料保険料保険料保険料
労使折半労使折半労使折半労使折半

保険料保険料保険料保険料
個人個人個人個人

保険料保険料保険料保険料
個人個人個人個人

保険料保険料保険料保険料
被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度

保険料保険料保険料保険料
被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度被用者年金制度
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個個個個 人人人人 年年年年 金金金金=個人の意思

厚厚厚厚 生生生生 年年年年 金金金金

自営業者等
第2号被保険者の被扶

養配偶者
民間のサラリーマン 公務員等

国国国国 民民民民 年年年年 金金金金 （（（（基基基基 礎礎礎礎 年年年年 金金金金））））

国民年金国民年金国民年金国民年金
第第第第1111号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者

国民年金国民年金国民年金国民年金
第第第第3333号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者

国民年金国民年金国民年金国民年金
第第第第2222号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者

個人型個人型個人型個人型
確定拠確定拠確定拠確定拠
出年金出年金出年金出年金 厚生厚生厚生厚生

年金基金年金基金年金基金年金基金

（（（（代行部分代行部分代行部分代行部分））））

確定給確定給確定給確定給
付企業付企業付企業付企業
年金年金年金年金

税制適税制適税制適税制適
格退職格退職格退職格退職
年金年金年金年金

企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金

職域加算部分職域加算部分職域加算部分職域加算部分

共済年金共済年金共済年金共済年金

個人型個人型個人型個人型
確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金

国民年金基金国民年金基金国民年金基金国民年金基金

3.1 年金制度の全体像

公
的
年
金

=

国
民
共
通

企業年金
=企業共通

・保険料=定額
・給付=納付期間に比例

・保険料及び給付=所得比例

一
階
部
分

二
階
部
分

三
階
部
分

被用者年金

1985万人 1021 443

3868万人

3425

国民の4人に1人
3703万人が受給

6874万人

年収年収年収年収１３０１３０１３０１３０万円未満万円未満万円未満万円未満

四
階

・福利厚生の一環 ・企業毎に異なる（差がある）
・採用しない企業もある →採用されれば強制

私
的
年
金

共済年金
は厚生年
金に比べ
て有利→
厚生年金
と統合へ
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国民年金
(20歳以上60歳未満の

国民全員加入）

国民年金
(20歳以上60歳未満の

国民全員加入）

老齢基礎年金
（付加年金を含む）

老齢基礎年金
（付加年金を含む） 障害基礎年金障害基礎年金

遺族基礎年金
寡婦年金

死亡一時金

遺族基礎年金
寡婦年金

死亡一時金

厚生年金
(民間会社員）

厚生年金
(民間会社員） 老齢厚生年金老齢厚生年金 障害厚生年金

障害手当金

障害厚生年金
障害手当金 遺族厚生年金遺族厚生年金

共済年金
（公務員など）

共済年金
（公務員など）

退職共済年金
（職域年金を含む）

退職共済年金
（職域年金を含む）

障害共済年金
障害一時金

障害共済年金
障害一時金 遺族共済年金遺族共済年金

老齢（退職）年金
（高齢になった時受給）

老齢（退職）年金
（高齢になった時受給）

障害年金
(障害と認定された時受給）

障害年金
(障害と認定された時受給）

遺族年金
(加入者等が死亡したとき

遺族が受給）

遺族年金
(加入者等が死亡したとき

遺族が受給）

公的年金が受給できるのは

1) 高齢になったとき（高齢給付）

2) 病気やけがにより障害者と認定されたとき（障害給付）

3) 年金受給者または被保険者（加入者）が死亡したとき（遺族給付）

3.2 受給できる公的年金（老齢・障害・遺族）

よりよりよりより保険的保険的保険的保険的なのはなのはなのはなのは、、、、
障害年金障害年金障害年金障害年金とととと遺族年金遺族年金遺族年金遺族年金。。。。
特特特特にににに障害年金障害年金障害年金障害年金はははは若年若年若年若年

者者者者のためののためののためののための年金年金年金年金

貯金貯金貯金貯金のようなのようなのようなのような感覚感覚感覚感覚
だがだがだがだが、、、、保険保険保険保険ですですですです！！！！

半分半分半分半分はははは税金税金税金税金。。。。現役世現役世現役世現役世
代代代代がががが負担負担負担負担。。。。税金税金税金税金のののの半半半半
分分分分はははは借金借金借金借金なのでなのでなのでなので将来将来将来将来

世代世代世代世代がががが負担負担負担負担

子子子子がいるがいるがいるがいる妻妻妻妻
ならならならなら満額満額満額満額
→→→→養育費養育費養育費養育費

最低額最低額最低額最低額
２５２５２５２５年年年年とととと
見見見見なすなすなすなす

２２２２級障害級障害級障害級障害でででで満額支給満額支給満額支給満額支給

１１１１
階階階階
１１１１
階階階階

２２２２
階階階階
２２２２
階階階階
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3.2.1 老齢年金の概要・・・いくら貰えるの

厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金 共済年金共済年金共済年金共済年金

自営業者等
第2号被保険者の被扶

養配偶者
民間のサラリーマン 公務員等

国国国国 民民民民 年年年年 金金金金 （（（（基基基基 礎礎礎礎 年年年年 金金金金））））

第第第第1111号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者 第第第第3333号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者 第第第第2222号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者

公
的
年
金

公
的
年
金

公
的
年
金

公
的
年
金

被用者年金被用者年金被用者年金被用者年金

厚生年金基金厚生年金基金厚生年金基金厚生年金基金

（（（（代行部分代行部分代行部分代行部分））））

職域相当部分職域相当部分職域相当部分職域相当部分

７０７０７０７０歳歳歳歳までまでまでまで
全員加入全員加入全員加入全員加入

２０２０２０２０～～～～６０６０６０６０歳歳歳歳までまでまでまで全員加入全員加入全員加入全員加入

・・・・保険料保険料保険料保険料====定額定額定額定額（（（（H24H24H24H24月月月月14,98014,98014,98014,980円円円円））））
・・・・給付給付給付給付

====納付期間納付期間納付期間納付期間にににに比例比例比例比例

満額満額満額満額（（（（H24H24H24H24））））年年年年786,500 円円円円

・・・・保険料及保険料及保険料及保険料及びびびび
給付給付給付給付

====所得比例所得比例所得比例所得比例

個人型個人型個人型個人型
確定拠確定拠確定拠確定拠
出年金出年金出年金出年金 確定給付確定給付確定給付確定給付 適格退職適格退職適格退職適格退職

企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金企業型確定拠出年金個人型個人型個人型個人型
確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金確定拠出年金

国民年金基金国民年金基金国民年金基金国民年金基金

私
的
年
金

私
的
年
金

私
的
年
金

私
的
年
金

個個個個 人人人人 年年年年 金金金金

加入する年金、加入期間、報酬（給与）、生年月日などで決まる

• 65歳以降の被用者の標準的な年金額（月額）

妻分

老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金 100,166円円円円←←←←100,576円円円円
（（（（報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分））））夫分

老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金 65,741円円円円←←←←66,008円円円円

配偶者加給配偶者加給配偶者加給配偶者加給をををを除除除除くくくく。。。。厚労省厚労省厚労省厚労省 H23年度年度年度年度のののの年金額年金額年金額年金額

231,648円（平成23年度）

←232,592円（平成22年度）
夫が平均標準報酬36万円で40年就業

妻がその全期間専業主婦
老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金 65,741円円円円←←←←66,008円円円円

平成平成平成平成23232323年度年度年度年度のののの年金額年金額年金額年金額はははは0.40.40.40.4％％％％のののの引下引下引下引下げげげげ
（（（（平成平成平成平成17171717年年年年のののの物価物価物価物価とととと比較比較比較比較））））

H24年度は年786,500 円 月65,541円

２７６２７６２７６２７６万円万円万円万円／／／／年年年年／／／／世帯世帯世帯世帯２７６２７６２７６２７６万円万円万円万円／／／／年年年年／／／／世帯世帯世帯世帯

夫夫夫夫

妻妻妻妻

自営業者自営業者自営業者自営業者はははは
少少少少ないないないない！！！！

自営業者自営業者自営業者自営業者はははは
少少少少ないないないない！！！！
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受給要件 原則２５年以上加入が必要

あわせて ２５年 （特例で１５年～２４年）以上ある

厚生年金＋国民年金
・保険料納付済み期間
・保険料免除期間
・合算対象期間

国民年金
・保険料納付済み期間
・保険料免除期間
・合算対象期間

配偶者が加給年金を
受けていた

厚生年金に１年以上
加入していた

・被用者年金制度の期間の
特例

２４年S30.4.２.～31,4,1
２３年S29.4.２.～30,4,1
２２年S28.4.２.～29,4,1
２１年S27.4.２.～28,4,1
２０年S27.4.1以前
年数生年月日

・中･高齢者の特例
男性４０歳、女性３５歳以降

１９年S26.4.２.～27,4,1
１８年S24.4.２.～25,4,1
１７年S23.4.２.～24,4,1
１６年S22.4.２.～23,4,1
１５年S22.4.1以前
年数生年月日

保険料を納付した期間
・第１号被保険者期間
・第３号被保険者期間
・任意に加入した期間など

振替加算

老齢基礎年金
老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

老齢基礎年金

特別支給の
老齢厚生年金

国民年金だけに加入していた 厚生年金に加入していた

NO YES

65歳
65歳 65歳 65歳60歳

保険料を免除されるが、受給資格
期間として年金額に反映される期間

４分の１免除
半額免除

４分の３免除
全額免除

免除の種類

７／８１１,３３０円
６／８７,５５０円
５／８３,７８０円
１／２ゼロ円

年金額保険料

受給資格期間にはなるが、年金額
には反映しない（カラ）期間

NO YES

NO

貰貰貰貰えないえないえないえない

ねんきん定期便には老齢厚生
年金に加算される「加給年金
額」や、老齢基礎年金の「振替
加算額」は記載されていない

（（（（2015（（（（平成平成平成平成27））））年年年年からからからから10年年年年にににに変変変変わるわるわるわる予定予定予定予定））））（（（（2015（（（（平成平成平成平成27））））年年年年からからからから10年年年年にににに変変変変わるわるわるわる予定予定予定予定））））

自分の受給資格期間は？
ねんきん定期便：３５、４５、５８歳
時に、詳細な加入履歴を送付。
年金個人情報提供サービス：
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国民年金第１～３号間の移動例（女性）

市町村役場第２号→第1号退職、個人事業で花屋開業7

第1号→資格喪失60歳に8

市町村役場第３号→第1号離婚

勤務先→年金事務所第1号→第2号私立学校へ就職6

市町村役場（届けないと未納状態）第３号→第１号夫が退職、自営業者へ5

夫の勤務先→年金事務所第３号→第３号夫が別会社へ転職4

夫の勤務先→年金事務所第２号→第３号結婚、夫は第２号、専業主婦3

勤務先（５日以内） →年金事務所第1号→第2号卒業、民間会社に就職2

市町村役場（２週間以内）無資格→第1号大学に入学、20歳に1

届出先（２週間以内に）被保険者の種類変更の原因

年金の裁定請求先（受給権の確認と給付請求←自分で請求！）
① 国民年金第1号のみの人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・住所地の市区町村役場
② 国年年金第3号が少しでもある人・・・・・・・・・・・・・・・住所地の年金事務所
③ (第1号・第3号）＋最終が厚生年金（第2号）・・・最終勤務先の年金事務所
④ 厚生年金（第2号）＋最終が第1号・第3号・・・・・・・・・住所地の年金事務所

⑤ 共済年金加入期間がある人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各共済組合

要注意！
転職（特に中小企業）
結婚、名前の読み

もらい忘れ
→時効５年



4/11/2013 CFP & 行政書士行政書士行政書士行政書士 原孝雄原孝雄原孝雄原孝雄 事務所事務所事務所事務所 23

国民年金の保険料免除
• 申請免除：

– 本人（納付義務者）・世帯主・配偶者（連帯負担義務）の前年所得が一
定額以下の場合には、申請手続をとることにより納付が免除される

– 免除率に応じ給付額が減額される

– 免除された保険料は、10年以内であれば追納可能（滞納の時効は2年）
– 免除の対象となるめやす（H23年度）

• 法定免除：申請手続をしなくても自動的に全額免除となる
– 障害年金の受給権者、生活保護法による生活扶助等を受けている人

• 学生納付特別制度：本人の所得が一定以下の場合、納付が猶予される

• 若年者納付猶予制度：30歳未満の本人（と配偶者）の所得が一定以下
の場合、納付が猶予される。（平成27年6月までの措置）

8888分分分分のののの77774444分分分分のののの33338888分分分分のののの55552222分分分分のののの1111H21H21H21H21年年年年4444月以降月以降月以降月以降

6666分分分分のののの55553333分分分分のののの22222222分分分分のののの11113333分分分分のののの1111H21H21H21H21年年年年3333月以前月以前月以前月以前

4分分分分のののの1免除免除免除免除半額免除半額免除半額免除半額免除4分分分分のののの3免除免除免除免除全額免除全額免除全額免除全額免除免除率免除率免除率免除率

247247247247万円万円万円万円195195195195万円万円万円万円142142142142万円万円万円万円92929292万円万円万円万円2222人世帯人世帯人世帯人世帯（（（（夫婦夫婦夫婦夫婦のみのみのみのみ））））

189189189189万円万円万円万円141141141141万円万円万円万円93939393万円万円万円万円57575757万円万円万円万円単身世帯単身世帯単身世帯単身世帯

335335335335万円万円万円万円282282282282万円万円万円万円230230230230万円万円万円万円162162162162万円万円万円万円4444人世帯人世帯人世帯人世帯（（（（夫婦夫婦夫婦夫婦++++子供子供子供子供2222人人人人））））

4444分分分分のののの1111免除免除免除免除半額免除半額免除半額免除半額免除4444分分分分のののの3333免除免除免除免除全額免除全額免除全額免除全額免除免除率免除率免除率免除率

全期間（40年間）全額免除しても年（ ）万円貰える（１９５７年生）約約約約２７２７２７２７

後納制度：
平成24年10月1日
から3年間は10年

間に延長
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老齢厚生年金は生年月日によって支給開始日が決まる

以前以前

昭和２１年４月１日昭和１６年４月１日老齢基礎年金

生年月日〈女性〉生年月日〈男性〉老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金

（定額部分＋報酬比例部分）旧

特別支給の老齢厚生年金

（定額部分＋報酬比例部分） 昭和２３年４月２日昭和１８年４月１日老齢基礎年金

昭和２１年４月２日～昭和１６年４月２日～老齢厚生年金部分年金

６０６０６０６０歳歳歳歳 ６５６５６５６５歳歳歳歳

６０歳 ６５歳
６１歳

昭和２５年４月１日昭和２０年４月１日

昭和２３年４月２日～昭和１８年４月２日～

６０歳 ６５歳６２歳

昭和２７年４月１日昭和２２年４月１日
昭和２５年４月２日～昭和２０年４月２日～

６０歳 ６５歳６３歳

昭和２９年４月１日昭和２４年４月１日

昭和２７年４月２日～昭和２２年４月２日～

６０歳 ６５歳６４歳

昭和３３年４月１日昭和２８年４月１日

昭和２９年４月２日～昭和２４年４月２日～

６０歳 ６５歳

部分年金（報酬比例部分）
昭和３５年４月１日昭和３０年４月１日老齢基礎年金

昭和３３年４月２日～昭和２８年４月２日～老齢厚生年金部分年金

６０歳 ６５歳６１歳

部分年金（報酬比例部分）

昭和３７年４月１日昭和３２年４月１日

昭和３５年４月２日～昭和３０年４月２日～

６０歳 ６５歳
６２歳

昭和３９年４月１日昭和３４年４月１日

昭和３７年４月２日～昭和３２年４月２日～

６０歳 ６５歳
６３歳

昭和４１年４月１日昭和３６年４月１日
昭和３９年４月２日～昭和３４年４月２日～

６０歳 ６５歳６４歳

以降以降老齢基礎年金

昭和４１年４月２日昭和３６年４月２日老齢厚生年金

最終
６０歳 ６５歳

定
額
部
分
の
引
上
げ

部
分
年
金
の
引
上
げ

平成１３年４月より

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月よりよりよりより １９５３１９５３１９５３１９５３年年年年
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受給額：会社員の夫と専業主婦の妻

部分年金（報酬比例部分）
（118.4万円/年）

特別支給の
老齢厚生年金
〈定額部分＋

報酬比例部分〉
（192.4万円）

配偶者加給年金（39.6万円）

老齢厚生年金

（192.4万円）

老齢基礎年金

振替加算 7.59万円

老齢基礎年金59.4万円

夫

妻

60歳 64歳 65歳

65歳

118.4万円/年 232.0万円/年 259.3万円/年

夫 s23.5.5生 妻 s26.5.3生
夫 平均給与35万円 厚生年金37年加入
妻 専業主婦 国民年金30年加入

夫 s23.5.5生 妻 s26.5.3生
夫 平均給与35万円 厚生年金37年加入
妻 専業主婦 国民年金30年加入

3.2万円×37年

5.2万円×37年

1.98万円×30年

68歳

離婚しても
無くならない

0円昭和42.4.2～43.4.133,400円昭和33.4.2～34.4.181,700円昭和25.4.2～26.4.1

0円昭和41.4.2～42.4.139,300円昭和32.4.2～33.4.187,800円昭和24.4.2～25.4.1

15,200円昭和39.4.2～40.4.145,400円昭和31.4.2～32.4.193,800円昭和23.4.2～24.4.1

15,200円昭和38.4.2～39.4.151,500円昭和30.4.2～31.4.199,900円昭和22.4.2～23.4.1

15,200円昭和37.4.2～38.4.157,400円昭和29.4.2～30.4.1106,000円昭和21.4.2～22.4.1

15,200円昭和36.4.2～37.4.163,600円昭和28.4.2～29.4.1111,900円昭和20.4.2～21.4.1

21,100円昭和35.4.2～36.4.169,700円昭和27.4.2～28.4.1118,000円昭和19.4.2～20.4.1

27,200円昭和34.4.2～35.4.175,600円昭和26.4.2～27.4.1124,200円昭和18.4.2～19.4.1

振替加算額生年月日振替加算額生年月日振替加算額生年月日

振替加算額表（国民年金が任意→強制に変わったS61年に20歳以上だった人を救済） • 65歳になった時
• T15年4月2日～
S41年4月1日ま
でに生まれた方

• 配偶者に加給年
金額が加算され
ていた

• 自身が20年以上
厚生年金に加入
していない

繰上げ・繰下げ
の対象にはなら
ない。繰下げの
人は損となる
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受給額：夫婦で国民年金、夫婦で厚生年金

部分年金（報酬比例部分）
（118.4万円）

特別支給の
老齢厚生年金
〈定額部分＋

報酬比例部分〉
（192.4万円）

老齢厚生年金

（192.4万円）

老齢基礎年金

老齢厚生年金

（114万円）

老齢基礎年金

夫

妻

60歳 64歳 65歳

65歳

118.4万円/年 246.4万円/年 306.4万円/年

夫
平均給与35万円
厚生年金37年

妻
平均給与22万円
厚生年金30年

夫
平均給与35万円
厚生年金37年

妻
平均給与22万円
厚生年金30年

60歳

部分年金
（54万円）

特別支給の
老齢厚生年金

（114万円）

63歳

172.4

3.8万円×30年

1.8万円×30年

国民年金（老齢基礎年金）

（73.26万円）

国民年金

（59.4万円）

73.26万円/年 132.66万円/年

夫
国民年金37年

妻
国民年金30年

夫
国民年金37年

妻
国民年金30年

65歳

無年金 0万円/年

60歳夫

妻
65歳

加給年金なし

振替年金なし
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働き方で変わる年金の受給額
60歳からの選択例（60歳から64歳）

部分年金

加給年金

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

給与

部分年金

加給年金

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

給与

部分年金
加給年金

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

失業手当

部分年金

加給年金

特別支給の
老齢厚生年金

老齢厚生年金
老齢基礎年金

事業収入

停止

60歳 64歳 65歳

①再就職（厚生年金加入）
年金額調整（減額）

②再就職（厚生年金未加入）
年金満額支給

③再就職希望
ハローワークで求職の申込み

④自営・独立等
年金は満額だが
失業手当はない

被保険者期間

150日120日90日－全年齢

20年以上10~20年1~10年1年未満

← 上限6,543円×150日＝約101万円

雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付高年齢雇用継続基本給付と６０歳代の在職老齢年金との調整あり
（65歳未満の給与が60歳時の75%未満になった場合、雇用保険から給与の15%（最大）が支給される）

給与の額（総報酬月額）により特別
支給の老齢厚生年金が減額される
65歳代以降も同様の仕組みあり

在職老齢年金在職老齢年金在職老齢年金在職老齢年金



4/11/2013 CFP & 行政書士行政書士行政書士行政書士 原孝雄原孝雄原孝雄原孝雄 事務所事務所事務所事務所 28

3.2.2 遺族年金の概要
• 遺族年金は、遺族基礎年金＋遺族厚生年金

• 遺族基礎年金は、国民年金に加入している夫
が死亡したときに、子のある妻又は子に支給
＊子：１８歳（高校卒業）まで、２０歳未満で１，２級の障害未婚子
＊「子のない妻」、「子のある夫」、「夫」は受給権がない

– 基本年金：788,900円＋子の加算
第１子・第２子227,900円 第３子以降75,900円

• 会社員の妻は、遺族厚生年金が一生もらえる
– 受給権者：子のある妻、又は子。子のない妻、孫、

５５歳以上の夫、父母、祖父母（６０歳から支給）

– 年金額は、報酬比例の年金額の３／４

– 被保険者期間が３００月（２５年）に満たない場合は
３００月として計算

– 夫の死亡時に３０歳未満で子を養育していない妻
に対しては、５年間の有期給付（平成19年4月以降）

短期要件短期要件短期要件短期要件
・・・・被保険者被保険者被保険者被保険者がががが死亡死亡死亡死亡
・・・・被保険者被保険者被保険者被保険者であったこであったこであったこであったこ

とがあるとがあるとがあるとがある60歳歳歳歳からからからから
65歳未満歳未満歳未満歳未満のののの人人人人でででで国国国国

内内内内にににに住所住所住所住所をををを有有有有するするするする
人人人人がががが死亡死亡死亡死亡

長期要件長期要件長期要件長期要件
・・・・老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金のののの受受受受

給権者給権者給権者給権者がががが死亡死亡死亡死亡
・・・・受給資格者受給資格者受給資格者受給資格者がががが死亡死亡死亡死亡

保険料納付要件保険料納付要件保険料納付要件保険料納付要件
（（（（短期要件短期要件短期要件短期要件のののの場合場合場合場合））））

全期間全期間全期間全期間のののの3分分分分のののの1以以以以

上上上上のののの滞納滞納滞納滞納がないことがないことがないことがないこと。。。。
又又又又はははは過去一年以上過去一年以上過去一年以上過去一年以上にににに
保険料未納期間保険料未納期間保険料未納期間保険料未納期間がながながながな
いこといこといこといこと

年収年収年収年収850万円以内万円以内万円以内万円以内
（（（（所得所得所得所得655.5万円万円万円万円））））

短期要件短期要件短期要件短期要件
・・・・被保険者被保険者被保険者被保険者がががが死亡死亡死亡死亡
・・・・被保険者期間中被保険者期間中被保険者期間中被保険者期間中にににに

初診日初診日初診日初診日がありがありがありがあり、、、、資資資資
格喪失後格喪失後格喪失後格喪失後5年以内年以内年以内年以内

にににに死亡死亡死亡死亡
・・・・1級又級又級又級又はははは2級級級級のののの障害障害障害障害

厚生年金受給権者厚生年金受給権者厚生年金受給権者厚生年金受給権者
又又又又はははは受給資格者受給資格者受給資格者受給資格者がががが
死亡死亡死亡死亡

長期要件長期要件長期要件長期要件
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金とととと同様同様同様同様

年収年収年収年収850万円以内万円以内万円以内万円以内
（（（（所得所得所得所得655.5万円万円万円万円））））

保険料納付要件保険料納付要件保険料納付要件保険料納付要件
障害年金障害年金障害年金障害年金のののの場合場合場合場合はははは不要不要不要不要
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遺族年金はどのくらいもらえるの？

遺族基礎年金
子の加算２人
（約１２５万円）

遺族基礎年金
子の加算１人
（約１０２万円）

中高齢寡婦加算
（約５９万円）

遺族厚生年金
または老齢厚生年金

中高齢寡婦加算 老齢基礎年金

遺族厚生年金
または老齢厚生年金

妻妻妻妻２７２７２７２７歳歳歳歳

長女長女長女長女１８１８１８１８歳歳歳歳 長男長男長男長男１８１８１８１８歳歳歳歳

４１４１４１４１歳歳歳歳 ６５６５６５６５歳歳歳歳

妻妻妻妻４０４０４０４０歳歳歳歳 ６５６５６５６５歳歳歳歳

長男長男長男長男４４４４歳歳歳歳

妻妻妻妻３０３０３０３０歳歳歳歳

遺族厚生年金
（夫の老厚の３／４）

遺族厚生年金
（夫の老厚の３／４）

老齢基礎年金
（約７９万円）

遺族厚生年金
（夫の老厚の３／４）

夫死亡時夫死亡時夫死亡時夫死亡時
３０３０３０３０歳未満歳未満歳未満歳未満

夫死亡後夫死亡後夫死亡後夫死亡後５５５５年間年間年間年間

夫死亡時夫死亡時夫死亡時夫死亡時４０４０４０４０歳以上歳以上歳以上歳以上
６５６５６５６５歳未満歳未満歳未満歳未満のののの場合場合場合場合

子子子子ゼロゼロゼロゼロ時時時時４０４０４０４０歳以上歳以上歳以上歳以上

子のある妻 遺族基礎年金を受給。子がゼロになったら妻の受給権は失権

子のない妻

遺族厚生年金の併給調整
・改正前：遺族厚生年金を受給（②）
・改正後：６５歳からは自らの老齢厚
生年金全額受給した上で、差額を
遺族厚生年金として受給（①）

・③と比較し、高い方の額を受給

老齢老齢老齢老齢
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

老齢老齢老齢老齢
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金

老齢老齢老齢老齢
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

老齢老齢老齢老齢
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金

遺族遺族遺族遺族
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

老齢老齢老齢老齢
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金

老齢老齢老齢老齢
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

老齢老齢老齢老齢
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金

夫死亡夫死亡夫死亡夫死亡

夫夫夫夫 妻妻妻妻

夫死亡時夫死亡時夫死亡時夫死亡時
３０３０３０３０歳以上歳以上歳以上歳以上

遺族遺族遺族遺族
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

老齢老齢老齢老齢
基礎年金基礎年金基礎年金基礎年金

老齢老齢老齢老齢
厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金

1/2
＋＋＋＋

①①①① ②②②② ③③③③

遺族厚生年金遺族厚生年金遺族厚生年金遺族厚生年金

3/4
2/3

非課税非課税非課税非課税がががが減減減減るるるる
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3.2.3 障害年金の概要

障害手当金
（障害一時金）

被用者年金

障害厚生
（共済）
年金3級

障害厚生
（共済）

年金２級

障害厚生
（共済）

年金１級

国民年金
障害基礎年金

２級
障害基礎年金

１級

軽軽軽軽いいいい 重重重重いいいい障害障害障害障害のののの程度程度程度程度

支給要件が厳しい！
① 初診日に、被保険者であること。又は被保険者であった人が、２０歳未満

か、国内在住で６０歳～６５歳未満までの人
② 障害認定日に障害の程度が１級か２級に該当すること
③ 保険料納付要件：原則：初診日の属する月の前々月までに保険料滞納

期間が今まで加入すべき被保険者期間の3分の1未満であること

特例：同上前々月までの直近の１年間に保険料の滞納がないこと（初診
日が平成２８年３月末までに限る）

被保険者や被保険者であった人が万一、病気や怪我のため障害者に
なってしまった時、一定の要件を満たせば、その障害の程度に応じて
障害年金や一時金が支給される。←請求しなければ出ない！

初診日要件初診日要件初診日要件初診日要件：：：：非常非常非常非常にににに大切大切大切大切だがだがだがだが、、、、証明証明証明証明がががが
難難難難しいしいしいしい。。。。カルテカルテカルテカルテのののの保存期間保存期間保存期間保存期間はははは５５５５年年年年

加入要件加入要件加入要件加入要件：：：：どのどのどのどの年金年金年金年金
にににに入入入入っていたかっていたかっていたかっていたか

厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金のののの場合場合場合場合はははは１１１１~３３３３級級級級
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障害年金の請求の仕方
① 障害認定日請求：初診日（初めて医師の診断を受けた日）から１年６ヶ月

経過した、或いはそれ以前の「治った（これ以上治療しても、効果が期待
できない状態）」日（から概ね３ヶ月以内）の障害の程度が障害等級に該
当していると、その日以降請求手続きができ、認定日の翌月分から受給
できる。請求の時期が遅れても、最大５年の遡及が可能。

② 事後重症請求：障害認定日に障害等級に該当しなくても、６５歳に達する
前々日までに症状が悪化し、障害等級に該当した場合は請求により受給
できる

③ 併合認定請求：複数障害併合の結果初めて２級に該当する場合
④ ２０歳前傷病による障害基礎年金：初診日が20歳前で、どの年金制度に

も加入していなかったときは、原則として、20歳に達したときに障害等級

に該当していると、障害基礎年金が支払われる

障害等級：一般的には、身体機能の障害等により
１級：日常生活の用を弁ずることができない状態（常時介護を要する）
２級：日常生活が極めて困難で、就労できない状態（適宜、介護を要する）
３級：就労に著しい制限を受ける状態

うつうつうつうつ病病病病などなどなどなど精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患もももも対象対象対象対象

うつうつうつうつ病病病病はははは判定判定判定判定がががが難難難難しいしいしいしい医師医師医師医師のののの診断書診断書診断書診断書がががが必要必要必要必要障害者手帳障害者手帳障害者手帳障害者手帳とはとはとはとは一致一致一致一致しないしないしないしない

証明困難証明困難証明困難証明困難→→→→
病院廃業病院廃業病院廃業病院廃業。。。。医師不明医師不明医師不明医師不明。。。。
カルテカルテカルテカルテ廃棄等廃棄等廃棄等廃棄等
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障害年金額（平成２３年度）
�障害基礎年金

–1級：788,900円×1.25 ＋ 子の加算
–２級：788,900円 ＋ 子の加算
• 子の加算：第１子・第２子・・・各227,000円、第3子以降・・・各75,600円

�障害厚生年金
–1級： ［（平均標準報酬月額）×7.5/1000×（平成15年3月までの被保険者期間

の月数）＋ （平均標準報酬額）× 5.769/1000× （平成15年4月以降の被保険者
期間の月数）］×1.031× 0.981×1.25＋配偶者の加算（227,000円）

–２級：［（平均標準報酬月額）×7.5/1000×（平成15年3月までの被保険者期間
の月数）＋ （平均標準報酬額）× 5.769/1000× （平成15年4月以降の被保険者
期間の月数）］×1.031× 0.981＋配偶者の加算（227,000円）

–3級： ［（平均標準報酬月額）×7.5/1000×（平成15年3月までの被保険者期間
の月数）＋ （平均標準報酬額）× 5.769/1000× （平成15年4月以降の被保険者
期間の月数）］×1.031× 0.981←最低保証額（591,700円）

• 被保険者期間が300人月（=25年）に満たないときは300月とする

�試算：障害認定日請求。2級。厚生年金（下限額）。遡及５年
（788,900円＋591,700円）×［２年分（受給権）＋５年分（遡及）］

＝1,380,600円/年（=115,050円/月）×７年＝9,664,200円
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年金・医療・介護はいくら

1.そもそも老後生活はいくらかかるの？
• 基本的な考え方（計算方法）

2.社会保障とは
• 社会保障と社会保険、給付と負担の関係

3.年金制度
• 年金制度の全体像
• 老齢年金、遺族年金、障害年金

4.医療保険制度
• 健康保険、国民健康保険

後期高齢者健康保険
5.介護保険制度

• 在宅サービス、施設サービス
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4. 医療保険制度の構造
国民皆保険、現物給付方式、フリーアクセス、社会保険＋公費投入

事業所事業所事業所事業所

公的医療保険制度
４層構造

どの保険に入っても
ほぼ同じサービスが受けられる
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４．公的医療保険制度の構造

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）
加入者数：約1400万人 保険者数：４７ 給付金：約12兆円

国国国国民健康民健康民健康民健康保保保保険険険険
農業農業農業農業・・・・漁業漁業漁業漁業
自営業者自営業者自営業者自営業者

年金生活者年金生活者年金生活者年金生活者
非正規雇用者等非正規雇用者等非正規雇用者等非正規雇用者等
加入者数加入者数加入者数加入者数：：：：3900万人万人万人万人

保険者数保険者数保険者数保険者数：：：：約約約約1900
給付額給付額給付額給付額：：：：約約約約10兆円兆円兆円兆円

組合管掌組合管掌組合管掌組合管掌
健康保険健康保険健康保険健康保険

（（（（組合健保組合健保組合健保組合健保））））
大企業大企業大企業大企業

サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン
3000万人万人万人万人
約約約約1500

協会協会協会協会けんぽけんぽけんぽけんぽ
（（（（旧政管健保旧政管健保旧政管健保旧政管健保））））

中小企業中小企業中小企業中小企業
サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン

3500万人万人万人万人

１１１１
約約約約4兆円兆円兆円兆円

共済組合共済組合共済組合共済組合

国家国家国家国家・・・・地方地方地方地方
公務員公務員公務員公務員
900万人万人万人万人
77

退職者医療
（経過措置）

サラリーマン
ＯＢ

約２００万人

前期高齢者財政調整制度（約1400万人） 約5兆円

約約約約4兆円兆円兆円兆円

地域保険(約3,900万人) 被用者保険（約7,400万人）

第１層：健康で高所得の加入

者の割合が比較的高い

第２層：第１層以外

の被用者が対象

第第第第３３３３層層層層：：：：健康状態健康状態健康状態健康状態がががが悪悪悪悪
くくくく、、、、所得所得所得所得のののの低低低低いいいい加入者加入者加入者加入者

のののの割合割合割合割合がががが高高高高いいいい

第４層：後期高齢者が

全員加入

従来の制度に加入し
たまま、前期高齢者の
偏在による保険者間
の負担不均衡を加入
者数に応じて調整。

75歳

65歳

生活保護受給者は、
公的扶助制度により
医療が提供される。
約210万人

生活保護費の半分
は医療費扶助！

日本日本日本日本のののの医療制度医療制度医療制度医療制度はははは世界一世界一世界一世界一（（（（早早早早いいいい、、、、安安安安いいいい、、、、上手上手上手上手いいいい）！）！）！）！⇒⇒⇒⇒全全全全てててて国民皆保険国民皆保険国民皆保険国民皆保険おかげおかげおかげおかげ
国民国民国民国民はははは何何何何れかのれかのれかのれかの健康保険健康保険健康保険健康保険（（（（公費負担公費負担公費負担公費負担にににに応応応応じじじじ４４４４階層階層階層階層））））にににに強制加入強制加入強制加入強制加入

構造的構造的構造的構造的にににに
財政状況財政状況財政状況財政状況
はははは苦苦苦苦しいしいしいしい

財政状況の見える化
のために制度を分離

被用者保被用者保被用者保被用者保
険険険険にににに加入加入加入加入
していないしていないしていないしていない
（（（（できないできないできないできない））））
人人人人がががが加入加入加入加入
するするするする医療医療医療医療
のののの最後最後最後最後のののの
セーフティセーフティセーフティセーフティ

ネットネットネットネット

健康保険

サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン、、、、公務員公務員公務員公務員
にはにはにはには、、、、扶養家族扶養家族扶養家族扶養家族をををを含含含含むむむむ

職業職業職業職業でででで決決決決まるまるまるまる。。。。

選択選択選択選択のののの余地余地余地余地はないはないはないはない

年齢年齢年齢年齢でででで区切区切区切区切るるるる。。。。

選択選択選択選択のののの余地余地余地余地はないはないはないはない
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保険者

国民
（被保険者

患者）

４．医療保険制度の財源は税金と保険料

②協会けんぽ

③国保

①組合健保
共催組合

④後期高齢者

政府・行政

使用者

被用者

自営業者等

保険料保険料保険料保険料

後期高齢者
①①①①～～～～③③③③
保険者保険者保険者保険者
支援金支援金支援金支援金

10

%
40
%

16.4

%

平均平均平均平均50%
（（（（34~80%））））

全医療機関

50%50%

審査
支払機関

50%

税金税金税金税金
（国税・地方税）

交付金等

診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬
（一部負担金）

請求・支払い

請求

41.8% 41.8%

平均平均平均平均50%
（（（（20~66%））））

保険料・税金・診療報酬など
原則として国が一律決定

国保国保国保国保はははは社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの一環一環一環一環
⇒⇒⇒⇒強制加入強制加入強制加入強制加入

⇒⇒⇒⇒所得所得所得所得のののの再配分再配分再配分再配分
国保国保国保国保はははは低所得者低所得者低所得者低所得者がががが多多多多いのいのいのいの
でででで、、、、税金税金税金税金とととと他他他他のののの保険制度保険制度保険制度保険制度

からからからから補填補填補填補填・・・・補充補充補充補充

1,2,3割負担割負担割負担割負担 9,8,7割請求割請求割請求割請求

支払い

一定額一定額一定額一定額（（（（約約約約8万円万円万円万円/
月月月月））））をををを超超超超えたらえたらえたらえたら１１１１％％％％

⇓⇓⇓⇓
高額療養費制度高額療養費制度高額療養費制度高額療養費制度

後期高齢者保険制度後期高齢者保険制度後期高齢者保険制度後期高齢者保険制度もももも
社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの一環一環一環一環
⇒⇒⇒⇒全世帯全世帯全世帯全世帯がががが支援支援支援支援

保険料保険料保険料保険料（（（（個人毎個人毎個人毎個人毎）＝「）＝「）＝「）＝「均等均等均等均等
割額割額割額割額」＋「」＋「」＋「」＋「所得割額所得割額所得割額所得割額」」」」

＝＝＝＝年額年額年額年額37,800円円円円
＋＋＋＋所得所得所得所得××××6.56%

政府政府政府政府がががが診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬とととと税金税金税金税金やややや
保険料保険料保険料保険料をををを一元的一元的一元的一元的にににに管理管理管理管理

応能割応能割応能割応能割
＋＋＋＋

応益割応益割応益割応益割

応能割応能割応能割応能割
＋＋＋＋

応益割応益割応益割応益割

健保健保健保健保はははは事業主事業主事業主事業主とととと被保険者被保険者被保険者被保険者
がががが保険料保険料保険料保険料をををを折半折半折半折半

保険料保険料保険料保険料＝＝＝＝標準報酬月額標準報酬月額標準報酬月額標準報酬月額
××××保険料率保険料率保険料率保険料率

40歳未満：4.74%
40歳以上：5.495%

（含む介護保険料率1.51%の半分）
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国民健康保険の保険料（西東京市平成24年度）
■■■■医療保険分医療保険分医療保険分医療保険分

平成平成平成平成23年中年中年中年中のののの総所得金額等総所得金額等総所得金額等総所得金額等 基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 賦課標準額賦課標準額賦課標準額賦課標準額 料率料率料率料率

①①①①所得割額所得割額所得割額所得割額・・・・・・・・・・・・ －－－－ 330,000円円円円＝＝＝＝ ××××5.41%＝＝＝＝①①①①
②②②②均等割額均等割額均等割額均等割額・・・・・・・・・・・・加入加入加入加入するするするする人数人数人数人数 人人人人 ××××19,800円円円円 ＝＝＝＝ ②②②②
③③③③平等割額平等割額平等割額平等割額・・・・・・・・・・・・１１１１世帯世帯世帯世帯あたりあたりあたりあたり11,800円円円円 ＝＝＝＝ ③③③③ 11,800円円円円

医療保険分年間保険料医療保険分年間保険料医療保険分年間保険料医療保険分年間保険料 ①①①①＋＋＋＋②②②②＋＋＋＋③③③③ ＝＝＝＝ ＡＡＡＡ
（（（（賦課限度額賦課限度額賦課限度額賦課限度額 50万円万円万円万円））））

■■■■後期高齢者支援金等分後期高齢者支援金等分後期高齢者支援金等分後期高齢者支援金等分
平成平成平成平成23年中年中年中年中のののの総所得金額等総所得金額等総所得金額等総所得金額等 基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 賦課標準額賦課標準額賦課標準額賦課標準額 料率料率料率料率

④④④④所得割額所得割額所得割額所得割額・・・・・・・・・・・・ －－－－ 330,000円円円円＝＝＝＝ ××××1.22%＝＝＝＝ ④④④④
⑤⑤⑤⑤均等割額均等割額均等割額均等割額・・・・・・・・・・・・加入加入加入加入するするするする人数人数人数人数 人人人人 ×××× 6,500円円円円 ＝＝＝＝ ⑤⑤⑤⑤

支援金等分年間保険料支援金等分年間保険料支援金等分年間保険料支援金等分年間保険料 ④④④④ ＋＋＋＋ ⑤⑤⑤⑤ ＝＝＝＝ ＢＢＢＢ
（（（（賦課限度額賦課限度額賦課限度額賦課限度額 13万円万円万円万円））））

■■■■介護保険分介護保険分介護保険分介護保険分（（（（40歳歳歳歳～～～～64歳歳歳歳））））
平成平成平成平成23年中年中年中年中のののの総所得金額等総所得金額等総所得金額等総所得金額等 基礎控除額基礎控除額基礎控除額基礎控除額 賦課標準額賦課標準額賦課標準額賦課標準額 料率料率料率料率

⑥⑥⑥⑥所得割額所得割額所得割額所得割額・・・・・・・・・・・・ －－－－ 330,000円円円円＝＝＝＝ ××××1.64%＝＝＝＝ ⑥⑥⑥⑥
⑦⑦⑦⑦均等割額均等割額均等割額均等割額・・・・・・・・・・・・第第第第２２２２号被保険者数号被保険者数号被保険者数号被保険者数 人人人人 ××××14,300円円円円 ＝＝＝＝ ⑦⑦⑦⑦

介護保険分年間保険料介護保険分年間保険料介護保険分年間保険料介護保険分年間保険料 ⑥⑥⑥⑥ ＋＋＋＋ ⑦⑦⑦⑦ ＝＝＝＝ CCCC
（（（（賦課限度額賦課限度額賦課限度額賦課限度額 10万円万円万円万円））））

平成平成平成平成24年度国民健康保険料年度国民健康保険料年度国民健康保険料年度国民健康保険料（（（（年額年額年額年額）））） Ａ＋Ｂ＋Ａ＋Ｂ＋Ａ＋Ｂ＋Ａ＋Ｂ＋C C C C ＝＝＝＝

保険料保険料保険料保険料のののの軽減軽減軽減軽減:世帯全体世帯全体世帯全体世帯全体のののの前年所得前年所得前年所得前年所得がががが一定一定一定一定のののの基準額以下基準額以下基準額以下基準額以下のののの場合場合場合場合、、、、均等割額均等割額均等割額均等割額とととと平等割額平等割額平等割額平等割額をををを軽減軽減軽減軽減

旧被扶養者旧被扶養者旧被扶養者旧被扶養者のののの保険料保険料保険料保険料のののの減免減免減免減免:75歳歳歳歳にににに到達到達到達到達されるされるされるされる方方方方がががが被用者保険被用者保険被用者保険被用者保険からからからから後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にににに移行移行移行移行することすることすることすること

によりによりによりにより、、、、そのそのそのその被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者からからからから国保加入者国保加入者国保加入者国保加入者になったになったになったになった方方方方はははは、、、、申請申請申請申請によりによりによりにより当分当分当分当分のののの間間間間、、、、保険料保険料保険料保険料のののの一部一部一部一部がががが減免減免減免減免されるされるされるされる

3,330,000円円円円

2

3,000,000円円円円 162,300円円円円

39,600円円円円

213,700円円円円

3,330,000円円円円 3,000,000円円円円

2

36,600円円円円

13,000円円円円

49,600円円円円

3,330,000円円円円 3,000,000円円円円 49,200円円円円

2 28,600円円円円

77,800円円円円

341,100円円円円

保険者保険者保険者保険者はははは各市町村各市町村各市町村各市町村。。。。地域地域地域地域のののの状況状況状況状況にににに
応応応応じじじじ保険料保険料保険料保険料はははは（（（（非常非常非常非常にににに））））大大大大きくきくきくきく変変変変わるわるわるわる

賦課限度額や保険料軽減制度が設定されている
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国民健康保険の保険料を滞納すると
1. 国保から督促状が送られる

2. 保険証の有効期間が短くなる
国保の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い「短期被保険者証」が交
付される。期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受ける。

1年以上滞納すると

3. 医療費の負担が一旦全額自己（10割）負担になる
国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付される。
病院窓口で一旦全額を支払う。保険証の再発行は、滞納保険料（税） を

納めた場合か、滞納の事情が認められた場合。支払った医療費は後日
申請すると、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻される

1年6ヶ月以上滞納すると

4. 保険給付が一時差し止められる
それ以上滞納すると

5. 差し止められた給付額から滞納分が差し引かれる
差し押さえ（保険者の義務）も増えている。 収納率向上へ様々な工夫が
されている。

納付納付納付納付がががが困難困難困難困難なときはなときはなときはなときは、、、、早早早早めにめにめにめに国保国保国保国保のののの窓窓窓窓
口口口口でででで相談相談相談相談しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。納付納付納付納付についてについてについてについて柔軟柔軟柔軟柔軟

にににに対応対応対応対応してもらえることがありますしてもらえることがありますしてもらえることがありますしてもらえることがあります。。。。



4/11/2013 CFP & 行政書士行政書士行政書士行政書士 原孝雄原孝雄原孝雄原孝雄 事務所事務所事務所事務所 39

４．自己負担は？

例えば100万円の治療を受けても、「高額療養費制度」の活用で

公的医療保険が
大部分を負担

自
己
負
担
部
分

食事代 １日３食で７８０円

差額ベット代
１日あたり平均 約５０００円

（（（（個室個室個室個室やややや少人数少人数少人数少人数のののの病室病室病室病室にににに入入入入ったったったった際際際際のののの料金料金料金料金））））

先進医療の治療費
（（（（先端医療先端医療先端医療先端医療をををを受受受受けたけたけたけた際際際際のののの実費部分実費部分実費部分実費部分のののの料金料金料金料金））））

雑費（日用品代・交通費など）

治療費の自己負担は１か月あたり
約９万円 一般一般一般一般のののの治療費以外治療費以外治療費以外治療費以外にかかるにかかるにかかるにかかる費用費用費用費用

高
額
療
養
費

治療費１００万円
窓口負担３０万円

健保健保健保健保ではではではでは各企業独自各企業独自各企業独自各企業独自のののの保障保障保障保障によりによりによりにより更更更更にににに減額減額減額減額

＜＜＜＜保険保険保険保険のののの対象対象対象対象になるものになるものになるものになるもの＞＞＞＞
診察診察診察診察
薬剤薬剤薬剤薬剤、、、、治療材料治療材料治療材料治療材料のののの支給支給支給支給
処置処置処置処置、、、、検査検査検査検査、、、、手術手術手術手術そのそのそのその他他他他のののの治療治療治療治療
居宅療養上居宅療養上居宅療養上居宅療養上のののの管理及管理及管理及管理及びそのびそのびそのびその療養療養療養療養にににに伴伴伴伴うううう看護看護看護看護
病院又病院又病院又病院又はははは診療所診療所診療所診療所へのへのへのへの入院及入院及入院及入院及びそのびそのびそのびその療養療養療養療養にににに伴伴伴伴うううう看護看護看護看護 ＜＜＜＜保険保険保険保険のののの対象対象対象対象にならないものにならないものにならないものにならないもの＞＞＞＞

正常正常正常正常なななな妊娠妊娠妊娠妊娠やややや出産出産出産出産、、、、美容整形美容整形美容整形美容整形、、、、近視矯正手術近視矯正手術近視矯正手術近視矯正手術
健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、人間人間人間人間ドックドックドックドック、、、、予防注射予防注射予防注射予防注射
業務上業務上業務上業務上でのでのでのでの病気病気病気病気やややや怪我怪我怪我怪我（（（（労災労災労災労災）、）、）、）、故意故意故意故意にににに事故事故事故事故をおこしたときをおこしたときをおこしたときをおこしたとき

予約診療予約診療予約診療予約診療、、、、時間外診療時間外診療時間外診療時間外診療
大病院大病院大病院大病院のののの初診初診初診初診・・・・再診再診再診再診
通算通算通算通算１８０１８０１８０１８０日日日日をををを超超超超えるえるえるえる入院入院入院入院
制限回数制限回数制限回数制限回数をををを超超超超えるえるえるえる医療行為医療行為医療行為医療行為

更更更更にににに様様様様々々々々なななな限度額限度額限度額限度額やややや軽軽軽軽
減制度減制度減制度減制度がががが設定設定設定設定されているされているされているされている

自由診療自由診療自由診療自由診療

一般診療一般診療一般診療一般診療
選定療養選定療養選定療養選定療養

評価医療評価医療評価医療評価医療

選定療養選定療養選定療養選定療養

傷病手当金傷病手当金傷病手当金傷病手当金（（（（健保健保健保健保のののの場合場合場合場合））））
被保険者被保険者被保険者被保険者がががが業務外業務外業務外業務外のののの事由事由事由事由によるによるによるによる療養療養療養療養のためのためのためのため労務不能労務不能労務不能労務不能
となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、そのそのそのその期間中期間中期間中期間中、、、、最長最長最長最長でででで1年年年年6ヶヶヶヶ月月月月、、、、1日日日日につにつにつにつ
きききき標準報酬日額標準報酬日額標準報酬日額標準報酬日額のののの3分分分分のののの２２２２相当額相当額相当額相当額をををを支給支給支給支給 更更更更にににに企業内保証企業内保証企業内保証企業内保証によりによりによりにより更更更更にににに独自給付独自給付独自給付独自給付があるがあるがあるがある
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４．高額療養費制度

自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額のののの上限上限上限上限

医療保険負担医療保険負担医療保険負担医療保険負担

自己負担自己負担自己負担自己負担

医
療
費

医
療
費

医
療
費

医
療
費

自己負担率自己負担率自己負担率自己負担率 ３３３３割割割割

＜＜＜＜例例例例＞＞＞＞100100100100万円万円万円万円のののの医療費医療費医療費医療費でででで、、、、窓口負担窓口負担窓口負担窓口負担（（（（3333割割割割））））30303030万円万円万円万円かかるかかるかかるかかる場合場合場合場合

医
療
費
100

万
円

窓
口
負
担
30

万
円

高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費としてとしてとしてとして支給支給支給支給 30万円－87,430円 = 212,570円円円円

負担負担負担負担のののの上限額上限額上限額上限額 80,100円+（1,000,000円-267,000円）×1%=87,430円円円円
世帯合算世帯合算世帯合算世帯合算：：：：
複数複数複数複数のののの受診受診受診受診やややや同同同同じじじじ世帯世帯世帯世帯
にいるにいるにいるにいる他他他他のののの方方方方のののの受診受診受診受診にににに
ついてついてついてついて、、、、窓口窓口窓口窓口でそれぞでそれぞでそれぞでそれぞ
れれれれ支払支払支払支払ったったったった自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額
をををを１１１１かかかか月月月月（（（（暦月暦月暦月暦月））））単位単位単位単位でででで
合算合算合算合算できるできるできるできる

申請申請申請申請３３３３ヶヶヶヶ月後月後月後月後

差額差額差額差額ベットベットベットベット代代代代、、、、先進医先進医先進医先進医
療療療療はははは対象外対象外対象外対象外

高額療養費

長期高額疾病長期高額疾病長期高額疾病長期高額疾病（（（（特定疾病特定疾病特定疾病特定疾病））））のののの場合場合場合場合（（（（生涯治療生涯治療生涯治療生涯治療がががが必要必要必要必要））））
(1)血友病血友病血友病血友病
(2)人工腎臓人工腎臓人工腎臓人工腎臓をををを実施実施実施実施しているしているしているしている慢性腎不全慢性腎不全慢性腎不全慢性腎不全
(3)抗抗抗抗ウイルスウイルスウイルスウイルス剤剤剤剤をををを投与投与投与投与しているしているしているしている後天性免疫不全症候群後天性免疫不全症候群後天性免疫不全症候群後天性免疫不全症候群

自己負担限度額自己負担限度額自己負担限度額自己負担限度額がががが軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる
被保険者様被保険者様被保険者様被保険者様のののの標準報酬月額標準報酬月額標準報酬月額標準報酬月額がががが
53万円以上万円以上万円以上万円以上のののの場合場合場合場合 ⇒⇒⇒⇒ 20,000円円円円
53万円未満万円未満万円未満万円未満のののの場合場合場合場合 ⇒⇒⇒⇒ 10,000円円円円

更更更更にににに特定疾患治療研究事業特定疾患治療研究事業特定疾患治療研究事業特定疾患治療研究事業（（（（56疾患疾患疾患疾患））））
としてとしてとしてとして様様様様々々々々なななな軽減策軽減策軽減策軽減策があるがあるがあるがある

しかししかししかししかし制度制度制度制度のののの狭間狭間狭間狭間でででで
苦苦苦苦しむしむしむしむ患者患者患者患者もももも
多多多多いいいい

健康保険組合健康保険組合健康保険組合健康保険組合のののの場合場合場合場合はははは自己負担自己負担自己負担自己負担はははは更更更更にににに減額減額減額減額（（（（例例例例２２２２万円万円万円万円））））

自
己
負
担
9

万
円

７０７０７０７０歳未満歳未満歳未満歳未満、、、、一般一般一般一般。。。。 多数回該当多数回該当多数回該当多数回該当はははは40,400円円円円

医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除
とととと併用可能併用可能併用可能併用可能

７０７０７０７０歳以上一般歳以上一般歳以上一般歳以上一般のののの外来外来外来外来
のののの自己負担限度額自己負担限度額自己負担限度額自己負担限度額はははは

12,000円円円円 時効時効時効時効２２２２年年年年

限度額適用認定証限度額適用認定証限度額適用認定証限度額適用認定証：：：：
入院入院入院入院のののの場合場合場合場合、、、、事前事前事前事前にににに提出提出提出提出するとするとするとすると、、、、窓口窓口窓口窓口でのでのでのでの

支払支払支払支払いはいはいはいは負担負担負担負担のののの上限上限上限上限にににに止止止止めることができるめることができるめることができるめることができる
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差額ベット代は、全額自己負担、病院が自由に価格を設定可
①（ ）人以下の病室
②１人あたりの面積が６.４㎡以上（４畳）

③ベッドごとにプライバシーを確保する設備がある
④個人用の私物収納設備、照明、小机、椅子などがある

差額ベッド代を支払わなくてもよいケース
• 救急や病状など治療上の理由により医師が個室を指定した場合
• 空きベッドがない場合
• 料金を明示した同意書へのサインがないまま個室に移された場合など

41

差額ベッド代

病院には大部屋と呼ばれる6人部屋の他に、個室、2人室、3～4人室等がある。

大部屋は、公的医療保険が適応されるので、自己負担はない。
大部屋以外の部屋に入院するとその差額、差額ベッド代が全額自己負担。

差額ベッド代のかかる病室の利用は、患者の希望と同意が必要。

総病床総病床総病床総病床のののの19％％％％
平均額平均額平均額平均額はははは5,828円円円円／／／／泊泊泊泊

豪華豪華豪華豪華なななな特別室特別室特別室特別室
東京東京東京東京慈恵医大病院慈恵医大病院慈恵医大病院慈恵医大病院 - 210,000円円円円 131平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル
東大病院東大病院東大病院東大病院 - 189,000円円円円 155平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル
NTT東日本関東病院東日本関東病院東日本関東病院東日本関東病院 - 126,000円円円円 63平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル

個室個室個室個室がががが7558円円円円
２２２２人室人室人室人室がががが3158円円円円
３３３３人室人室人室人室がががが2774円円円円
４４４４人人人人 室室室室がががが2485円円円円

差額ベットの正式名称は
「特別療養環境室」

希望希望希望希望していなくてもしていなくてもしていなくてもしていなくても、、、、同意同意同意同意せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない場合場合場合場合がががが多多多多いいいい →→→→８８８８割割割割？？？？

東京東京東京東京のののの場合場合場合場合はははは高高高高いいいい
（（（（不動産価格不動産価格不動産価格不動産価格とととと連動連動連動連動））））

実際実際実際実際はははは個室個室個室個室がががが多多多多いいいい。。。。１１１１万円以下万円以下万円以下万円以下がががが９９９９割割割割

入院一日当入院一日当入院一日当入院一日当たりのたりのたりのたりの
自己負担自己負担自己負担自己負担はははは

平均平均平均平均16,000円円円円
（（（（平成平成平成平成22年度生命保年度生命保年度生命保年度生命保

険文化険文化険文化険文化センターセンターセンターセンター調調調調べべべべ））））

意外意外意外意外とととと短短短短いいいい入院日数入院日数入院日数入院日数
一般病床一般病床一般病床一般病床でででで22.1日日日日

癌癌癌癌でででで22.5日日日日
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年金・医療・介護はいくら

1.そもそも老後生活はいくらかかるの？
• 基本的な考え方（計算方法）

2.社会保障とは
• 社会保障と社会保険、給付と負担の関係

3.年金制度
• 年金制度の全体像
• 老齢年金、遺族年金、障害年金

4.医療保険制度
• 健康保険、国民健康保険

後期高齢者健康保険
5.介護保険制度

• 在宅サービス、施設サービス
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５. 介護保険（医療保険との違い）

利用者患者対象者

施設サービスが３種類、自宅にいながら
利用できる居宅サービスが１２種類と、
利用できるサービスが決められている

利用できないサービスはほとんど
ない（診察、治療に必要な材料や
薬の処方、手術や処置といった実
際の治療、入院費全般など ）

サービス
の内容

認定を受けると、その要介護レベルに応
じて利用できるサービスの上限が決まる

薬や検査などの治療上に上限はな
く、必要な医療が受けられる

サービス
の制限

その人に介護が必要かどうかを市町村
の介護認定審査会が認定。介護保険
サービスが利用できるようになる

保険証を持って病院へ行くと、検査
などの必要性を医師が判断し、必
要であれば医療保険が使える

サービス
の決定

４０～６０歳の第２号被保険者と６５歳以
上の第１号被保険者。保険料も介護
サービスの受給条件にも違いがある

日本の全国民被保険者

加齢や病気・怪我などで、自分の力で日
常生活を営むのが困難な人の手助け

病気や怪我の治療 （治療が優先さ
れ利用者の安楽に欠けるとの批判
もあった）

目的

介護保険医療保険

医療と介護は、体と心のケアを行うという点では類似しているが、基本的に全くの別物

原則、併用できない
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５. 医療・介護機能強化の方向性イメージ
重要重要重要重要！！！！ 何故何故何故何故？？？？

地域地域地域地域のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制はははは？？？？
地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア

「在
宅
」
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５. 介護保険制度の概要

市町村市町村市町村市町村
１２１２１２１２．．．．５５５５％％％％

都道府県都道府県都道府県都道府県
１２１２１２１２．．．．５５５５％％％％（（（（※※※※））））

国国国国
２５２５２５２５％％％％ （（（（※※※※））））

※※※※ 施設等給付施設等給付施設等給付施設等給付のののの場合場合場合場合はははは、、、、
国国国国２０２０２０２０％、％、％、％、都道府県都道府県都道府県都道府県１７１７１７１７．．．．５５５５％％％％

２０２０２０２０％％％％ ３０３０３０３０％％％％

人口比人口比人口比人口比にににに基基基基づきづきづきづき設定設定設定設定

サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者
�在宅在宅在宅在宅サービスサービスサービスサービス
• 介護訪問介護訪問介護訪問介護訪問
• 通所介護通所介護通所介護通所介護 等等等等

�地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス
• 夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護
• 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護 等等等等

�施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス
• 老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設
• 老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設 等等等等

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定

第第第第１１１１号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者
• ６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの者者者者

第第第第２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者
• ４０４０４０４０歳歳歳歳からからからから６４６４６４６４歳歳歳歳までのまでのまでのまでの

医療保険加入者医療保険加入者医療保険加入者医療保険加入者

（（（（2,895万人万人万人万人）））） （（（（4,233万人万人万人万人））））

全国全国全国全国プールプールプールプール

個別市町村個別市町村個別市町村個別市町村

保険料保険料保険料保険料

原則年金原則年金原則年金原則年金からからからから天引天引天引天引きききき
国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険・・・・

健康保険組合健康保険組合健康保険組合健康保険組合などなどなどなど
サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用

１１１１割負担割負担割負担割負担

居住費居住費居住費居住費・・・・食費食費食費食費

財政安定化基金財政安定化基金財政安定化基金財政安定化基金
（（（（平成平成平成平成21－－－－23年度年度年度年度））））

請求請求請求請求

費用費用費用費用のののの9割分割分割分割分

のののの支払支払支払支払

市町村市町村市町村市町村〈〈〈〈保険者保険者保険者保険者））））

保険料保険料保険料保険料

５０５０５０５０％％％％

税金税金税金税金

５０５０５０５０％％％％

受給要件受給要件受給要件受給要件

・・・・要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態

・・・・要支援状態要支援状態要支援状態要支援状態

受給要件受給要件受給要件受給要件
末期末期末期末期がんがんがんがん・・・・関節関節関節関節リウマチリウマチリウマチリウマチ
などのなどのなどのなどの加齢加齢加齢加齢にににに起因起因起因起因するするするする１１１１
６６６６種類種類種類種類のののの疾病疾病疾病疾病（（（（特定疾特定疾特定疾特定疾
病病病病））））によるによるによるによる場合場合場合場合にににに限定限定限定限定

加入者加入者加入者加入者〈〈〈〈被保険者被保険者被保険者被保険者））））

現在現在現在現在、、、、地域区分地域区分地域区分地域区分はははは「「「「特別特別特別特別
区区区区」「」「」「」「特甲地特甲地特甲地特甲地」「」「」「」「甲地甲地甲地甲地」「」「」「」「乙乙乙乙
地地地地」「」「」「」「そのそのそのその他他他他」」」」 のののの５５５５つつつつ。。。。
（（（（西東京市西東京市西東京市西東京市はははは特甲地特甲地特甲地特甲地））））
サービスサービスサービスサービスはははは４４４４グループグループグループグループにににに
分分分分かれかれかれかれ、、、、単位数単価単位数単価単位数単価単位数単価はははは
マトリックスマトリックスマトリックスマトリックスでででで決決決決まるまるまるまる。。。。
「「「「そのそのそのその他他他他」」」」地区地区地区地区はははは、、、、全全全全てててて
１１１１ポイントポイントポイントポイント＝＝＝＝１０１０１０１０円円円円

サービスサービスサービスサービス単価単価単価単価（（（（介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬））））はははは国国国国がががが全国一律全国一律全国一律全国一律でででで決定決定決定決定。。。。““““単位数単位数単位数単位数””””
でででで表表表表されされされされ、、、、金額金額金額金額にににに換算換算換算換算するするするする時時時時のののの単位数単価単位数単価単位数単価単位数単価((((換算率換算率換算率換算率))))はははは、、、、物価物価物価物価
水準水準水準水準やややや賃金賃金賃金賃金のののの地域差地域差地域差地域差などをなどをなどをなどを考慮考慮考慮考慮してしてしてして、、、、地域地域地域地域によってによってによってによって異異異異なるなるなるなる。。。。

西東京市西東京市西東京市西東京市のののの保険料保険料保険料保険料
のののの基準額基準額基準額基準額

5,115円円円円/月月月月
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5. 要介護になったら 在宅？施設？

親親親親がががが倒倒倒倒れたれたれたれた親親親親がががが倒倒倒倒れたれたれたれた

介護相談介護相談介護相談介護相談介護相談介護相談介護相談介護相談

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定

自宅自宅自宅自宅でででで暮暮暮暮らすらすらすらす自宅自宅自宅自宅でででで暮暮暮暮らすらすらすらす施設施設施設施設でででで暮暮暮暮らすらすらすらす施設施設施設施設でででで暮暮暮暮らすらすらすらす

住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修
福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具

購入購入購入購入／／／／ﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙ

福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具

購入購入購入購入／／／／ﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙﾚﾝﾀﾙ

ケアプランケアプランケアプランケアプラン

作成作成作成作成

ケアプランケアプランケアプランケアプラン

作成作成作成作成

訪問系訪問系訪問系訪問系サービスサービスサービスサービス

●●●●訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護

●●●●訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

●●●●訪問訪問訪問訪問リハビリリハビリリハビリリハビリ などなどなどなど

訪問系訪問系訪問系訪問系サービスサービスサービスサービス

●●●●訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護

●●●●訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

●●●●訪問訪問訪問訪問リハビリリハビリリハビリリハビリ などなどなどなど

通所系通所系通所系通所系サービスサービスサービスサービス

●●●●デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

●●●●デイケアデイケアデイケアデイケア

通所系通所系通所系通所系サービスサービスサービスサービス

●●●●デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

●●●●デイケアデイケアデイケアデイケア

短期入所系短期入所系短期入所系短期入所系

サービスサービスサービスサービス

●●●●ショートステイショートステイショートステイショートステイ

短期入所系短期入所系短期入所系短期入所系

サービスサービスサービスサービス

●●●●ショートステイショートステイショートステイショートステイ

居住系居住系居住系居住系サービスサービスサービスサービス

●●●●有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホーム

●●●●ササササ高住高住高住高住

●●●●ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウスなどなどなどなど

●●●●グループホームグループホームグループホームグループホームなどなどなどなど

居住系居住系居住系居住系サービスサービスサービスサービス

●●●●有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホーム

●●●●ササササ高住高住高住高住

●●●●ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウスなどなどなどなど

●●●●グループホームグループホームグループホームグループホームなどなどなどなど

ケアプランケアプランケアプランケアプラン作成作成作成作成ケアプランケアプランケアプランケアプラン作成作成作成作成ケアプランケアプランケアプランケアプラン作成作成作成作成

施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス開始開始開始開始

介護施設介護施設介護施設介護施設（（（（介護保険介護保険介護保険介護保険３３３３施設施設施設施設））））

●●●●特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム

●●●●老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設

●●●●介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設

介護施設介護施設介護施設介護施設（（（（介護保険介護保険介護保険介護保険３３３３施設施設施設施設））））

●●●●特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム

●●●●老人保健施設老人保健施設老人保健施設老人保健施設

●●●●介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設

●●●●病院相談窓口病院相談窓口病院相談窓口病院相談窓口

●●●●地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ

●●●●居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者居宅介護支援事業者

●●●●社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会などなどなどなど

介護保険介護保険介護保険介護保険のののの利用利用利用利用にはにはにはには市役所市役所市役所市役所
窓口窓口窓口窓口へのへのへのへの事前申請事前申請事前申請事前申請がががが必要必要必要必要ですですですです

（（（（医療保険医療保険医療保険医療保険とはとはとはとは違違違違いますいますいますいます））））
病院病院病院病院はははは症状症状症状症状がががが安定安定安定安定

すればすればすればすれば退院退院退院退院をををを求求求求めるめるめるめる

申請申請申請申請からからからから認定認定認定認定までまでまでまで約約約約３０３０３０３０日間日間日間日間

退院退院退院退院までにまでにまでにまでに何何何何とかしなければとかしなければとかしなければとかしなければ！！！！

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定
をををを受受受受けたけたけたけた人人人人

だけだけだけだけサービスサービスサービスサービス
をををを受受受受けられるけられるけられるけられる

居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援
事業者事業者事業者事業者がががが要介要介要介要介
護度護度護度護度にににに応応応応じてじてじてじて

各各各各々々々々とととと契約契約契約契約

認定認定認定認定のののの効力発生日効力発生日効力発生日効力発生日はははは
認定申請日認定申請日認定申請日認定申請日となるとなるとなるとなる

徐徐徐徐々々々々にににに衰衰衰衰えてきたえてきたえてきたえてきた時時時時がががが難難難難しいしいしいしい

医療療養型医療療養型医療療養型医療療養型医療療養型医療療養型医療療養型医療療養型

どこにどこにどこにどこに住住住住むむむむ？？？？
順番待順番待順番待順番待ちですちですちですちです

隠隠隠隠したいしたいしたいしたい？？？？

本人本人本人本人がががが拒否拒否拒否拒否

可哀想可哀想可哀想可哀想？？？？

子育子育子育子育てとてとてとてと違違違違いいいい、、、、突然直面突然直面突然直面突然直面するするするする。。。。いつまでいつまでいつまでいつまで続続続続くかくかくかくか分分分分からないからないからないからない。。。。だんだんだんだんだんだんだんだん症状症状症状症状がががが悪化悪化悪化悪化するするするする子育子育子育子育てとてとてとてと違違違違いいいい、、、、突然直面突然直面突然直面突然直面するするするする。。。。いつまでいつまでいつまでいつまで続続続続くかくかくかくか分分分分からないからないからないからない。。。。だんだんだんだんだんだんだんだん症状症状症状症状がががが悪化悪化悪化悪化するするするする

特定施設特定施設特定施設特定施設ｏｒｏｒｏｒｏｒ在宅在宅在宅在宅

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型
サービスサービスサービスサービス

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型
サービスサービスサービスサービス
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5. サービス利用の手続き

利
用
者
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者

市
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口
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定
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査

認
定
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認
定
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査
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定
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査

医
師
医
師
医
師
医
師
のののの
意
見
書

意
見
書

意
見
書

意
見
書

要要要要

介介介介

護護護護

認認認認

定定定定

要介護要介護要介護要介護１１１１

～～～～

要介護要介護要介護要介護５５５５

要支援要支援要支援要支援１１１１

要支援要支援要支援要支援２２２２

非該当非該当非該当非該当

介
護
介
護
介
護
介
護
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ス

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
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画
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●●●●施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス
• 介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設（（（（特養特養特養特養））））
• 介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設
• 介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設

●●●●施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス
• 介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設（（（（特養特養特養特養））））
• 介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設
• 介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設

●●●●地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス
• 小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護
• 夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護
• 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護などなどなどなど

●●●●地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス
• 小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護
• 夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護夜間対応型訪問介護
• 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護などなどなどなど

●●●●介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス
• 訪問訪問訪問訪問サービスサービスサービスサービス、、、、・・・・通所通所通所通所サービスサービスサービスサービス
• 短期入所短期入所短期入所短期入所サービスサービスサービスサービス、、、、施設入所施設入所施設入所施設入所サービスサービスサービスサービス
• 福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具サービスサービスサービスサービス、、、、住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修サービスサービスサービスサービス

●●●●地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス
• 小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護
• 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護などなどなどなど

●●●●介護予防介護予防介護予防介護予防サービスサービスサービスサービス
• 訪問訪問訪問訪問サービスサービスサービスサービス、、、、・・・・通所通所通所通所サービスサービスサービスサービス
• 短期入所短期入所短期入所短期入所サービスサービスサービスサービス、、、、施設入所施設入所施設入所施設入所サービスサービスサービスサービス
• 福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具サービスサービスサービスサービス、、、、住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修サービスサービスサービスサービス

●●●●地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス
• 小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護
• 認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護などなどなどなど

○○○○二次二次二次二次予防事業予防事業予防事業予防事業（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ））））○○○○二次二次二次二次予防事業予防事業予防事業予防事業（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ））））

○○○○一次予防事業一次予防事業一次予防事業一次予防事業
市町村市町村市町村市町村のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじたサービスサービスサービスサービス

○○○○一次予防事業一次予防事業一次予防事業一次予防事業
市町村市町村市町村市町村のののの実情実情実情実情にににに応応応応じたじたじたじたサービスサービスサービスサービス

寝寝寝寝たきりやたきりやたきりやたきりや認知症認知症認知症認知症でででで
介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスがががが必要必要必要必要なななな方方方方

要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態になるになるになるになる恐恐恐恐れがありれがありれがありれがあり
日常生活日常生活日常生活日常生活にににに支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな方方方方

介
護
給
付

介
護
給
付

介
護
給
付

介
護
給
付

予
防
給
付

予
防
給
付

予
防
給
付

予
防
給
付

地
域
支
援

地
域
支
援

地
域
支
援

地
域
支
援

事
業
事
業
事
業
事
業

二次予防事業対象者二次予防事業対象者二次予防事業対象者二次予防事業対象者：：：：

要支援要支援要支援要支援・・・・要介護要介護要介護要介護になるになるになるになる
恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある者者者者

包括包括包括包括

契約契約契約契約

契約契約契約契約

契約契約契約契約

包括包括包括包括やややや社協社協社協社協がががが支援支援支援支援

ケアマネケアマネケアマネケアマネ

聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査（（（（７４７４７４７４項目項目項目項目））））

●●●●一次判定一次判定一次判定一次判定
●●●●二次判定二次判定二次判定二次判定
一次判定一次判定一次判定一次判定とととと主治医主治医主治医主治医
のののの意見書意見書意見書意見書、、、、認定調認定調認定調認定調
査査査査のののの特記事項特記事項特記事項特記事項ををををもともともともと
にににに、、、、保健保健保健保健、、、、医療医療医療医療、、、、福福福福
祉祉祉祉のののの専門家専門家専門家専門家でででで審査審査審査審査

申請申請申請申請がががが必須必須必須必須

一次予防一次予防一次予防一次予防

65歳以上歳以上歳以上歳以上：：：：健康診査健康診査健康診査健康診査、、、、生活機能評価生活機能評価生活機能評価生活機能評価（（（（問診問診問診問診25項目項目項目項目））））

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県

都
道
府
県
がががが
指
定
指
定
指
定
指
定
・・・・監
督
監
督
監
督
監
督

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村
がががが
指
定
指
定
指
定
指
定
・・・・監
督
監
督
監
督
監
督

市
町
村

市
町
村

市
町
村

市
町
村
がががが
実
施
実
施
実
施
実
施

●●●●居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス
• 訪問訪問訪問訪問サービスサービスサービスサービス（（（（介護介護介護介護 ・・・・看護看護看護看護などなどなどなど））））
• 通所通所通所通所サービスサービスサービスサービス、、、、短期入所短期入所短期入所短期入所サービスサービスサービスサービス
• 施設入所施設入所施設入所施設入所サービスサービスサービスサービス
（（（（特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護））））

• 福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具サービスサービスサービスサービス・・・・住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修サービスサービスサービスサービス

●●●●居宅居宅居宅居宅サービスサービスサービスサービス
• 訪問訪問訪問訪問サービスサービスサービスサービス（（（（介護介護介護介護 ・・・・看護看護看護看護などなどなどなど））））
• 通所通所通所通所サービスサービスサービスサービス、、、、短期入所短期入所短期入所短期入所サービスサービスサービスサービス
• 施設入所施設入所施設入所施設入所サービスサービスサービスサービス
（（（（特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護））））

• 福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具サービスサービスサービスサービス・・・・住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修サービスサービスサービスサービス

高齢者支援課高齢者支援課高齢者支援課高齢者支援課

申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの
●●●●申請書申請書申請書申請書
●●●●介護保険介護保険介護保険介護保険のののの保険証保険証保険証保険証
●●●●主治医主治医主治医主治医のののの氏名氏名氏名氏名・・・・医療機医療機医療機医療機
関名関名関名関名・・・・所在地所在地所在地所在地・・・・電話番号電話番号電話番号電話番号
がわかるものがわかるものがわかるものがわかるもの

包括包括包括包括
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５．介護保険サービスの自己負担は？
介護保険サービス料金の約１割

利用限度枠の範囲内で
公的介護保険が

９割を負担

自
己
負
担
部
分

＜継続的に支払うお金＞
●利用限度額を超えた介護サービス

の利用料
●施設に入所した場合の居住費や食

費、雑費など

自己負担は１か月あたり
約5,000円~約36,000円

介護保険の対象にならない費用

＜一時的に支払うまとまったお金＞
●家の大規模なリフォーム代
●有料老人ホームの入居一時金など

住宅改修一世帯20万円

９割を負担

福祉用具購入年間１０万円
９割を負担

某認知症高齢者某認知症高齢者某認知症高齢者某認知症高齢者グループホームグループホームグループホームグループホーム例例例例（（（（要介護要介護要介護要介護２２２２，，，，西東京市西東京市西東京市西東京市））））

29,460円

３０点

３９点

３点

６点

８４０点

単位数 単位数計介護保険分費用

27,585点１割介護保険自己負担分

1,035点3.9%処遇改善加算

0点初期加算日数

1,170点30日医療連携加算日数

0点ケア加算日数

180点30日体制加算日数

25,200点30日利用日数

127,000円

3,000円

124,000円

24,300円

10,000円

36,000円

53,700円

保険外費用

自己負担分

実費負担

小計

共益費

光熱水費

食費

家賃

●●●●施設施設施設施設サービスサービスサービスサービスの場合は介護保険限度額介護保険限度額介護保険限度額介護保険限度額はありません。
●●●●「「「「特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護」」」」の指定を受けている「介護付

有料老人ホーム」などの施設では、要支援１～要介護５まで
の区分別で介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額がががが定額定額定額定額になります。

●●●●在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護サービスサービスサービスサービスの自宅での利用や、「特定施設入居者生
活介護」の指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」、
「サ高住」などの施設では、要支援１～要介護５までの区分
別で介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額がががが変動変動変動変動しますしますしますします。
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５. 在宅サービスの費用

358,300円

306,000円

267,500円

194,800円

165,800円

104,000円

49,700円

支給限度額
（１ヶ月）

35,830円要介護５

30,600円要介護４

26,750円要介護３

19,480円要介護２

16,580円要介護１

10,400円要支援２

4,970円要支援１

自己負担
（１割）

要介護
度

ケアプランの作成上のポイント

サービスサービスサービスサービス費用費用費用費用
のののの総計総計総計総計

サービスサービスサービスサービス費用費用費用費用
のののの総計総計総計総計 支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額＜＜＜＜

ケアマネケアマネケアマネケアマネはははは、、、、必要必要必要必要ななななサービスサービスサービスサービスとそのとそのとそのとその費用費用費用費用をををを常常常常
にににに素早素早素早素早くくくく計算計算計算計算しししし、、、、バランスバランスバランスバランスしていますしていますしていますしています
不測事態不測事態不測事態不測事態をををを想定想定想定想定してしてしてして常常常常にににに１１１１～～～～２２２２割程度割程度割程度割程度のののの余余余余
裕裕裕裕がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

在宅在宅在宅在宅サービスサービスサービスサービスのののの支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額

下記下記下記下記サービスサービスサービスサービスはははは別枠別枠別枠別枠
●●●●特定福祉用具購入特定福祉用具購入特定福祉用具購入特定福祉用具購入

年間年間年間年間１０１０１０１０万円万円万円万円＜＜＜＜自己負担年間自己負担年間自己負担年間自己負担年間１１１１万円万円万円万円＞＞＞＞
●●●●居宅介護住宅改修居宅介護住宅改修居宅介護住宅改修居宅介護住宅改修

２０２０２０２０万円万円万円万円（（（（同一住宅同一住宅同一住宅同一住宅）＜）＜）＜）＜自己負担自己負担自己負担自己負担２２２２万円万円万円万円＞＞＞＞
●●●●居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導居宅療養管理指導
●●●●特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護
●●●●認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護

自己負担が重くなった時や所得の低い方
には、負担を軽減する仕組みがあります

●●●●高額介護高額介護高額介護高額介護サービスサービスサービスサービス費費費費
同同同同じじじじ月月月月に利用したサービスの１割の利用者負担の
（世帯）合計が高額になり、ある一定の額を超えたと
きは、申請すると超えた分が「高額介護サービス費」
として後から給付されます。介護保険分のみです！

●●●●高額医療高額医療高額医療高額医療・・・・高額介護合算制度高額介護合算制度高額介護合算制度高額介護合算制度
同同同同じじじじ年年年年に、同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介
護保険の両方を合わせた自己負担が、決められた限
度額を５００円以上超えた場合、申請すると超えた分
が支給されます

75歳以上歳以上歳以上歳以上

現役並所得者現役並所得者現役並所得者現役並所得者：：：：６７６７６７６７万円万円万円万円
一般一般一般一般：：：：５６５６５６５６万円万円万円万円
低所得低所得低所得低所得ⅡⅡⅡⅡ：：：：３１３１３１３１万円万円万円万円
低所得低所得低所得低所得ⅠⅠⅠⅠ：：：：１９１９１９１９万円万円万円万円

一般一般一般一般 ：：：：37,200円円円円
低所得低所得低所得低所得 ：：：：24,600円円円円
生活保護生活保護生活保護生活保護 ：：：：15,000円円円円

福祉
用具
貸与

住宅
改修

福祉
用具
購入

手すり
歩行器
補助杖

等

介護用
ベット
車いす
床ずれ
防止
用具
等

年間
10

万円
（1割
自己
負担）

一
所帯
20

万円

（1割

自己
負担

●●●●施設施設施設施設サービスサービスサービスサービスの場合は介護保険限度額介護保険限度額介護保険限度額介護保険限度額はありません。
●●●●「「「「特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護特定施設入居者生活介護」」」」の指定を受けている「介

護付有料老人ホーム」などの施設では、要支援１～要
介護５までの区分別で介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額がががが定額定額定額定額に
なります。

●●●●在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護サービスサービスサービスサービスの自宅での利用や、「特定施設入
居者生活介護」の指定を受けていない「住宅型有料
老人ホーム」、「サ高住」などの施設では、要支援１～
要介護５までの区分別で介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額介護保険自己負担額がががが変動変動変動変動
しますしますしますします。
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５. 地域密着型サービス例（小規模多機能型在宅介護）

• 従来は、施設の建物の中で、食堂やお風呂へ行ったり来たり
• これからは、地域の中で、自宅を中心に行ったり来たり

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組
み合わせてサービスを提供することで、中重度になっても在宅での生活が継続け
きるように支援

• 1ヶ月の利用料の目安（西東京市「みどりの樹」事例）
– 要支援１，認知症自立レベルⅠ。週２日通いでその内週１日泊、週１日訪問 →27,371円
– 要支援２，認知症自立レベルⅡ。週５日通いでその内週２日泊、週２日訪問 →56,509円

304,539円

277,215円

252187円

176,799円

123,786円

86,585円

48,399円

サービス費
用

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

要介護
度

1ヶヶヶヶ月月月月あたりのあたりのあたりのあたりの
サービスサービスサービスサービス料料料料のののの目安目安目安目安

食費食費食費食費、、、、日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費、、、、滞在費滞在費滞在費滞在費
はははは別途負担別途負担別途負担別途負担
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５. 施設サービス負担額の目安（要介護３の場合）

施設サービス費
の１割

施設サービス費
の１割 居住費居住費 食費食費 日常生活費

（理美容代など）

日常生活費
（理美容代など） 自己負担自己負担+ + + ＝＝＝＝

※※※※食費食費食費食費・・・・居住費居住費居住費居住費（（（（ホテルコストホテルコストホテルコストホテルコスト））））がががが自己負担自己負担自己負担自己負担

（（（（単位単位単位単位：：：：万円万円万円万円））））

生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者

一般者一般者一般者一般者

特養の料金（自己負担）
は、月額８万円くらい
減免が効く。減免がなく
ても１０万円程度
新型特養は５千円/日→

１５万～１８万円

グループホーム（９名単
位）は１８万～２５万円
（介護が重くなると退所
の場合がある）
有料老人ホームは２２
万～？（多様）

老健は３千円/日→１０
万円程度



4/11/2013 52CFP & 行政書士行政書士行政書士行政書士 原孝雄原孝雄原孝雄原孝雄 事務所事務所事務所事務所

セカンドライフの安心設計

-年金・医療・介護-

ご清聴有難うございました

次回６月２9日（土） １３時３０分～１５時４５分

相続・贈与・遺贈（どう遺すか）


